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■特定公益的施設の事前届出（建築物）
特定公益的施設を新築しようとする者は、当該工事に着手する30日前に知事に届出なければならないと定められている。

届出の手続きの流れは、次のとおりである。

事業主等 市 町 村
土木事務所

特定行政庁

■適合証の公布（建築物）
公益的施設の所有者は、当該公益的施設を整備基準に適合させているときは、知事に対して適合していることを証する証票（適

合証）の交付を請求できることとされている。

請求手続きの流れは、次のとおりである。

事業主等 市 町 村
土木事務所

特定行政庁

施 設 計 画

届出書の作成

協 議・調 整

審 査

変 更 修 正

届出書受付け 届 出 書 収 受

通 知 通 知 受 理 適 合

（経由）

適 合

請求書収受

適 合 証 発 行適 合 証 交 付

請求書の作成

（経由）

不 適 合

通 知

受 付

（経由）

不 適 合

審 査

2 事前届出等の手続きの流れ



Ⅶ 石川県バリアフリー社会の推進に関する条例の概要
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●届出手続きの流れ

（道路、公園等）

事 業 者 公 共 施 設 管 理 者

（路外駐車場）

事 業 者 市 町 村

●適合証の交付（路外駐車場）

事 業 者 市 町 村 県（都市計画課）

届 出 書 作 成 届 出 書 収 受

審 査

不 適 合

適 合

受 理

変 更 修 正

適 合

請求書収受

適 合 証 発 行適 合 証 交 付

請求書の作成

通 知

受 付

（経由）

不 適 合

審 査

届 出 書 作 成 届 出 書 収 受

（ ）
駐車場法に基づく届出

書に合わせて添付 審 査

不 適 合

適 合

受 理

変 更 修 正

協議 調整

協議 調整


